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玖珠町農業委員会議事録 

 

１． 開催日時 令和５年３月１３日（月曜日） 午後１時３０分 

 

２． 開催場所 玖珠町役場 ３階 大会議室 

 

３． 出席農業委員 

１番 園田 恭子  ２番 江藤 徳幸  ３番 繁田 郁子 

４番 藤本 太一  ５番 小野 文隆 

６番 武石 俊一（副会長）  ７番 安藤 慎八（会長） 

 

４．出席農地利用最適化推進委員 

       １番 小雲 基廣  ２番 長尾亀世美  ３番 衞藤 榮一 

４番 川邊 真八  ５番 （欠席）    ６番 （欠席） 

７番 石井由美子  ８番 （欠席）    ９番 湯浅 定夫 

１０番 （欠席）  １１番 松方 洋一 １２番 栁井田英徳 

 

５．議事日程 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

       議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可後の 

事業計画変更申請について 

議案第５号 非農地証明願いについて 

議案第６号 荒廃農地調査に伴う農地・非農地の判断について 

議案第７号 農用地利用集積計画の決定について 

 

       報告第１号 ２００㎡未満の農地を所有者自ら農業用施設用地 

とする届け出について 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

（相続） 

       報告第３号 農地法第１８条合意解約通知書について 

       報告第４号 農地所有適格法人要件確認書について 

        

その他    

  

６．出席農業委員会事務局職員 

事務局長   藤原 八栄    主幹（統括） 梅木 嘉子 

  主査     渡邉 智美    主査     繁田 寿美 
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７．会議の概要 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

お忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。 

それでは、ただ今より令和５年３月定例総会を開催します。 

これまで、新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、消毒・

検温・マスクの着用をお願いしてきましたが、マスクの着用につき

ましては、国からの通知で、本日から個人の判断に委ねることを基

本とすることになりました。 

玖珠町役場の方針としましては、来庁者に対して、屋内において、

隣の人と２メートルの間隔がとれない場合はマスクを推奨するこ

ととなっておりますので、定例会中のマスク着用については引き続

きご協力お願いします。 

検温につきましては、役場入口にある検温機で各自ご確認くださ

い。 

本日、定例会後に 大分県からの説明会を行いますので、ご参加

よろしくお願いします。 

それでは、着席して進めさせていただきます。 

では、会長、あいさつをお願いします。 

 

(あいさつ) 

 

ありがとうございました。 

それでは、会を進めさせていただきます。 

農業委員定数７名に対して、７名の出席です。玖珠町農業委員会

会議規則第６条の規定により、会議が成立していることを報告しま

す。 

次に、議案に上程いたしました案件について質疑等がございまし

たら、議長の承認のうえ発言をお願いします。 

 また、総会の開催中は携帯電話をお切りください。 

それでは、議長の選出ですが、会議規則第４条の規定により会長

が議長となります。 

以後の議事の進行につきましては、安藤会長よろしくお願いしま

す。 

  

本日の議事録署名人を指名します。議事録署名人に、３番委員、

４番委員よろしくお願いします。 

なお、農地利用最適化推進委員におかれましては、議決権はあり

ませんが、質疑等ございましたら、各議事の中で、ご意見をお願い



3 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

７番委員 

 

 

 

 

 

 

 

推進委員 

します。 

それでは議事に入ります。議案第１号、農地法第３条の規定によ

る許可申請について、事務局説明をお願いします。 

 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請です。 

番号１番、大字森字鬼丸○○○○番○です。登記簿地目は田で、

面積は１，３２９㎡です。３条の有償移転で、譲渡人は、○の○○

○○○さんで、譲受人は、○の○○○○さんです。申請事由は、譲

渡人の要望で売買です。担当委員は、７番会長です。 

番号２番、大字戸畑字竹ノ中○○○番○です。登記簿地目は田で、

面積は４９５㎡です。３条の無償移転で、譲渡人は、○○市の○○

○○さん外１名で、譲受人は、○○の○○○○さんです。申請事由

は、譲渡人の要望で贈与です。担当委員は、１番委員です。 

番号３番、大字戸畑字名倉○○○○番外１５筆です。登記簿地目

は田と畑で、合計面積は１５，９７４㎡です。３条の無償移転で、

譲渡人は、○○の○○○○さんで、譲受人は、○○の○○○○さん

です。申請事由は、譲渡人の要望で生前贈与です。担当委員は、４

番委員です。 

番号４番、大字大隈字崩残○○○○番○外３筆です。登記簿地目

は田で、合計面積は３，５４１㎡です。３条の有償移転で、譲渡人

は、○○の○○○さんで、譲受人は、○○の○○○○さんです。申

請事由は、譲渡人の要望で売買です。担当委員は、５番委員です。 

以上になります。 

 

それでは担当委員の説明ですが、 

番号１を私が説明します。 

番号２を１番委員、番号３を４番委員、番号４を５番委員、説明

をお願いします。 

 

 番号１の調査結果を報告します。３月２日、申請者の○○さん、

○○さん、推進委員と現地立会いを行いました。土地の所在は、大

字森字鬼丸、田で、１，３２９㎡です。国道３８７号線と県道耶馬

渓線の交差点から○○をはさんで３０ｍほどの所になります。３条

の有償移転で、譲受人が高齢のためで、譲受人が作業委託をしてい

ます。譲受人は、精米業と作業受託を行っており、今後の耕作に問

題ありません。 

 

 特にありません。 
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１番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４番委員 

 

 

 

 

 

推進委員 

 

５番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進委員 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

農業委員 

 

 続いて、番号２の調査結果を報告します。２月２６日、申請者の

○○さん、○○推進委員と現地立ち合いを行いました。土地の所在

は、国道２１０号線の○○○○○○から○に５００ｍほどの地点で

す。稲作を中心とした譲受人が取得し、耕作する計画です。現況は、

荒廃していますが、稲作をする予定です。権利の内容は所有権の移

転で、譲渡人が○○市と○○県に居住しており、管理ができないと

いう理由です。譲受人は約８０ａ耕作しており、申請地は、自宅前

に位置しています。農機具もトラクターなどがあり、農業従事者は

本人だけですが、問題ありません。 

 

番号３の調査結果を報告します。３月３日、申請者の○○さん親

子、推進委員と現地立ち合いを行いました。土地の所在は、○○で

す。国道２１０号線の○○○○○の所から１ｋｍほど入ったところ

に位置しています。今回の案件は、親子間での生前贈与です。全部

で１６筆となりますが、問題はないと思います。 

 

 息子さんがしっかりしているので、大丈夫だと思います。 

 

 番号４の調査結果を報告します。２月２７日、申請者の○さん、

○○さんと推進委員と現地立会いを行いました。土地の所在は、○

○の○○○○○○○○と○○○○○の間にある田で、今も○○さん

が稲を耕作しています。売買による有償移転です。稲作を中心とし

た譲受人が取得し耕作する計画です。現況は田で、稲を作付けする

計画です。権利の内容は所有権の移転です。○○さんは○○で、○

○○○○○○○○という農業法人をしています。苗から収穫、精米

までしております。そこの息子さんが譲受人となります。取得後の

耕作に問題はありません。 

 

 譲受人は現地周辺も耕作しており、問題ないと思います。 

 

 それでは、質疑はありませんか。 

 

無いようでしたら採決します。 

議案第１号、農地法第３条第１項の規定による許可申請につい

て、原案どおり賛成の農業委員は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 
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議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

４番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進委員 

 

議長 

 

 

全員賛成です。議案第１号は原案のとおり決定いたします。 

次に、議案第２号、農地法第４条第１項の規定による許可申請に

ついて、事務局説明をお願いします。 

 

議案第２号、農地法第４条第１項の規定による許可申請につい

て、説明します。 

番号１、大字戸畑字小麦川野○○○○番１筆で、登記簿地目は田、

面積は、３８０㎡です。申請者は、○○の○○○○さんです。転用

目的・理由ですが、令和４年に農業用倉庫を建築した際に、２００

㎡未満の農業用施設としていたが、転用面積が２００㎡を超えたた

めです。今回の転用申請は、追認となります。 

番号２、大字戸畑字村下○○○○番○外１筆、合計面積は５６４

㎡です。申請者は、○○市の○○○○さんです。転用目的・理由で

すが、昭和４５年頃から自宅横の敷地として利用していたため、今

回の申請となりました。今回の転用申請は、追認となります。 

担当委員は、１番２番ともに、４番委員です。 

 

それでは担当委員の説明ですが、 

番号１、２を４番委員、お願いします。 

 

番号１の調査結果を報告します。３月３日、申請者の○○さんと

推進委員、事務局と現地の確認をしました。土地の所在は、北山田

の○○○○です。２ａ未満の農業用施設の届出がありましたが、耕

作すべき部分も農機具等が踏み固めてしまい、農地として使うには

困難になってしまいました。周辺の、下の農地も自分の土地です。

始末書を添付しています。追認ということですが、よろしくお願い

します。 

番号２の調査結果を報告します。３月３日、申請者の○○さん、

推進委員、事務局と現地の確認をしました。土地の所在は、北山田

の○○○で、公民館から下に降りたところになります。現状は、宅

地と駐車場です。始末書を添付しています。追認ということですが、

よろしくお願いします。 

 

番号２は、場所も狭いところで問題ないと思います。 

 

それでは質疑のある方は挙手をお願いします。 
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事務局 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

農業委員 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案について、補足を行います。番号１の農地区分は、農用地区

域内にある農地で、農振の用途を農業用施設に変更申請を行ってい

ます。番号２の農地区分は、第２種農地となります。おおよそ８ｈ

ａほどの集団の中にある農地となります。 

 

それでは、質疑はありませんか。 

 

無いようでしたら採決します。 

議案第２、農地法第４条第１項の規定による許可申請について、

原案どおり賛成の農業委員は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成です。議案第２号について原案のとおり許可相当として

県知事に意見書を送付します。 

次に、議案第３号、農地法第５条第１項の規定による許可申請に

ついてですが、議案第４号、農地法第５条第１項の規定による許可

後の事業計画変更申請についてと、関連案件になりますので、合わ

せて審議を行います。 

それでは、議案第３号と議案第４号の説明を、事務局お願いしま

す。 

 

議案第３号、農地法第５条第１項の規定による許可申請について

及び、議案第４号、農地法第５条第１項の規定による許可後の事業

計画変更申請をあわせてご説明いたします。 

はじめに、土地の所在等について説明します。場所は、大字塚脇 

梅迫○○○番○、地目は田で、面積は３１４㎡です。当該地は、昭

和５３年６月１日付で、譲渡人が○○の○○○○さん、譲受人が○

○の○○○○さんで、大分県が農地法５条の転用許可を出していま

した。○○○○さんから２回の相続を経て孫にあたる○○○○さん

が、今回譲渡人となり、譲受人の○○○○さんが転用を行うもので

す。昭和５３年の転用許可を受けてから、約４５年間経過しており

ますが、当時の転用目的が不明なまま、孫の○○さんが相続だけを

しているという状態です。 

一方で、当時の転用許可は有効のため、事業計画変更という形で、

○○さんが、転用を行うということになります。転用の目的及び理

由は、賃貸住宅１棟を建築するためです。担当委員は、２番委員に

なります。 
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議長 

 

 

２番委員 

 

 

 

 

 

７番委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４番委員 

 

事務局 

 

 

７番委員 

 

 

推進委員 

 

 

６番委員 

 

以上です。 

 

それでは担当委員の説明ですが、 

番号１を２番委員、お願いします。 

 

それでは番号１の調査結果を報告します。３月７日、申請者の○

○さんと推進委員、事務局と現地の確認を行いました。土地の所在

は、○○○○裏側入り口から３０ｍほど進んだところに位置してい

ます。現在は畑として使っております。貸家と建てるということで、

許可後１２月までに完成させるという計画です。 

 

事業計画の変更とは。 

 

事業計画の変更ということですが、通常の５条申請と同様の審査

をお願いします。写真のとおり、現在はきれいに畑として使ってい

ます。農地として所有権移転ができるのではと思えるのですが、過

去に転用許可を受けているため、転用目的を実行しないと地目変更

及び所有権移転ができません。許可を取り消すと、元々の所有者に

名義を戻さないといけないので、すでに当時の関係者は亡くなって

いるため、それも難しく、今の所有者か違う人が転用目的をもって、

転用をしないと地目変更や所有権移転ができません。今回、隣でア

パートを経営し、畑を借りている申請者が貸家を作るとして、申請

を出しました。ここは、用途地域内のため、第３種農地となってい

ます。 

 

追認とは違うのですか。 

 

追認ではないです。 

何か月か前の定例会でも同じように事業計画変更がありました。 

 

昔、許可は受けていたが、当時の許可目的が不明で、今回新たに

許可目的を持って、申請があったということですね。 

 

○○○○の裏あたりもどんどん家が建っているので、そういう場

所になってきているのでしょうね。 

 

許可に時効はないのですか。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４番委員 

 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

 

 

農業委員 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

議長 

現在の農地法以降の、過去の許可書の写しなどを保管していま

す。昔の許可書には目的の記載がなく、用途は交付簿にしか記載が

ありません。この年代はその用途の記載もありません。県も当時の

資料がないため、目的不明でよいと確認しています。 

航空写真を見ていただくと、今日の場所以外で、番地の形がある

ところが農地として残っている部分でした。ただ、それも過去に許

可を取っており、最近宅地にどんどん変わっています。許可自体に

は時効はありませんので、許可書を持っていれば使用できますし、

許可書を紛失したのであれば、家が建っていれば非農地証明願いで

対応しています。 

 

転用が無効になることがあるのですか。 

 

無効というのはよっぽどの時でないとありません。平成２１年頃

からは、転用目的が達成されたことを書面で報告してもらっていま

す。農業委員会と県で完了まで把握をしています。それ以前につい

てはこのような案件が出てきます。 

 

その他、質疑はありませんか。 

 

無いようでしたら採決します。 

議案第３号、農地法第５条第１項の規定による許可申請について

及び議案第４号、農地法第５条第１項の規定による許可後の事業計

画変更申請について、原案どおり賛成の農業委員は挙手をお願いし

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成です。議案第３号・４号について原案のとおり許可相当

として県知事に意見書を送付します。 

次に、議案第５号、非農地証明願いについて、事務局説明をお願

いします。 

 

番号１番、大字日出生字高畑○○○○番で、登記簿地目は田で、

現況は山林です。面積は９２３㎡です。土地の所有者は、○○市の

○○○○さんです。担当委員は、７番会長です。 

 

それでは担当委員の説明ですが、 
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７番委員 

 

 

 

 

 

 

推進委員 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

農業委員 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号１を私が説明します。 

 

番号１の調査結果を報告します。２月１７日、○○さんの息子さ

んと、推進委員、事務局と現地の確認を行いました。土地の所在は、

日出生○○○から○○に抜ける道の旧道沿いになります。登記簿は

田ですが、現状は山林です。これは、平成元年に転用許可を受けて、

地目変更をしていなかったということです。クヌギを植えており、

２回ほど伐採しているようでした。 

 

特にありません。 

 

それでは質疑のある方は挙手をお願いします。 

 

無いようでしたら採決します。 

議案第５号、非農地証明願いについて、原案どおり賛成の農業委

員は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手 ） 

 

全員賛成です。原案のとおり許可し、証明書を交付します。 

次に、議案第６号、荒廃農地調査に伴う農地・非農地の判断につ

いて、事務局説明をお願いします。 

 

議案第６号、荒廃農地調査に伴う農地・非農地の判断についてで

す。 

農業委員会では、毎年１回農地パトロールを実施しています。今

回判断する件については、現在農地パトロールでＢ判定された農地

で、耕作不能な農地にあたります。 

番号１、大字山浦字大原野○○○○番○○○で、面積は、１，０

７７㎡です。所有者は、○○の○○○○さんです。担当委員は、６

番副会長になります。 

番号２、大字四日市字土蔵○○○○番で、面積は５５２㎡です。

所有者は、○○市の○○○○さんです。担当委員は、４番委員にな

ります。 

番号３、大字太田字志津里○○○○番○で、面積は３８８㎡です。

所有者は、○○の○○○○さんです。担当委員は、５番委員になり

ます。 
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議長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

農業委員 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

それでは質疑のある方は挙手をお願いします。 

 

補足説明を行います（以下、説明省略）。今回のは、取り急ぎ行

った分になりますが、この周辺にも多くのＢ判定した非農地があり

ます。筆数が多いため、非農地判断が間に合っていない状況です。

ただ、最近も国のほうからＢ判定された農地はその年内に非農地判

断しなさいとの通知が来ています。今後もこのような判断を随時行

っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

その他、質疑はありませんか。 

 

無いようでしたら採決します。 

議案第６号、荒廃農地調査に伴う農地・非農地の判断について、

原案どおり賛成の農業委員は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成です。議案第６号について、原案のとおり決定し、所有

者に対して非農地通知書を送付します。 

 

次に、議案第７号、農用地利用集積計画の決定について、事務局

説明お願いします。 

 

別冊の議案第７号の最後のページをご覧ください。利用権の設定

です。 

新規の設定ですが、 

３年未満の合計件数が３件で、合計面積４，４２４㎡です。 

３年から５年の合計件数が７件で、合計面積４０，３３９．９９

㎡です。 

６年から９年の合計件数が１件で、面積１，４３１㎡です。 

１０年以上の合計件数が３件で、合計面積６，８１０㎡ 

所有権移転が１件で、面積２，１２５㎡です。 

以上 合計件数１４件、合計面積５５，１２９．９９㎡です。 

以上です。 

 

質疑はありますか。 

 

無いようでしたら、ご承認をお願いします。承認される方は挙手
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農業委員 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

をお願いします。 

 

（挙手） 

 

全員賛成です。議案第７号については、原案どおり承認します。 

以上で、本日の議案の審議はすべて終了いたしました。 

引き続き、報告事項等について事務局説明をお願いします。 

 

報告第１号、２００㎡未満の農地を所有者自らが農業用施設用地

とする届出が１件、提出されております。詳細は、ご一読ください。 

報告第２号、農地法第３条の３第１項の規定による相続による所

有権移転が２件提出されております。詳細は、ご一読ください。 

報告第３号、農地法第１８条合意解約通知書が７件提出されてお

ります。詳細は、ご一読ください。 

報告第４号、農地所有適格法人要件確認書について、ご説明しま

す。農事組合法人○○○○代表理事○○○○さんは、要件を満たし

ていることを報告いたします。 

 

何か質疑はありませんか。 

 

無ければ、協議・連絡事項について事務局説明をお願いします。 

 

 （省略） 

 

その他、委員から何かありましたらお願いします。 

 

それでは以上をもちまして玖珠町農業委員会３月定例総会を閉

会します。 

 

 


